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●
学
校
教
育
法

●
大
学
入
学
に
関
し
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

第
五
十
六
条

る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
指
定

大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教

昭
和
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

育
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教

文

部

省

告

示

第

四

十

七

号

育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る

学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む

）
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と

。

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す

一
～
十
九
の
二

（
略
）

る
。

二
十

ス
イ
ス
民
法
典
に
基
づ
く
財
団
法
人
で
あ
る
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア

事
務
局
が
授
与
す
る
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格
を
有
す
る
者
で
十
八
歳

に
達
し
た
も
の

二
十
一

専
修
学
校
の
高
等
課
程
の
修
業
年
限
三
年
以
上
の
課
程
で
文

●
学
校
教
育
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日
文
部
省
令
第
十
一
号)

部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
し
た
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日

以
後
に
修
了
し
た
者

第
六
十
九
条

二
十
二

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
各
州
に
お
い
て
大
学
入
学
資
格
と
し

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
入
学
に
関
し

て
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
ビ
ト
ゥ
ア
資
格
を
有
す
る
者
で
十
八
歳
に
達

、

、

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

し
た
も
の

は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

二
十
三

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
大
学
入
学
資
格
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格
を
有
す
る
者
で
十
八
歳
に
達
し
た
も
の

一

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た

者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

二

文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の

と
し
て
認
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者

三

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

四

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）

に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
行
う
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者

五

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学
し
た

者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
そ
の
後
に
入
学
さ
せ
る
大
学
に
お
い
て
、
大

学
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も

の
六

そ
の
他
大
学
に
お
い
て
、
相
当
の
学
齢
に
達
し
、
高
等
学
校
を
卒
業

し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
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